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府営水道では、本ビジョンの第３章で示した各取組を通して、管理の一体化や施設の共同化な

ど、実現可能な取組から広域化・広域連携を推進するとともに、並行して経営の一体化も含めた経

営形態のあり方について検討を進めることとしています。 

受水市町の参画については、管理の一体化や施設の共同化から経営の一体化まで様々な方法があ

ると考えており、地域の実情に応じた最適な参画方法を選択できるよう、複数の選択肢を示しなが

ら検討を進めていくこととしています。 

 ここでは、その一例として、経営の一体化を行った場合に想定される選択肢を示します。 

 

 

受水市町は最適な参画方法を選択することができる。 

 
市町の選択肢 浄水管理 配水管理 資産の保有と管理 

広域化・広域連携の

形態 

例１ 配水まで統合 企業団 企業団 全て企業団が保有管理 経営の一体化 

例２ 浄水のみ統合 企業団 市町 浄水場のみ企業団が保有管理 施設の共同化 

例３ 浄水管理を一体化 企業団 市町 保有は市町、浄水場の管理は企業団 管理の一体化 

例４ 現行どおり 市町 市町 全て市町が保有管理 － 

 

  

   広域化・広域連携への参画例 第４章‐４ 関連 

※企業団とは、地方公営企業の経営に関する事務を共同処理する一部事務組合（地方公共団体の組合）のことをいいます。

企業団は、企業長を長とする執行機関の他、企業団の議会や監査委員を設置し、その運営を行います。（地方自治法第 284

条、地方公営企業法第 39 条の 2） 

本編 P55～P56 

【経営の一体化を選択した場合の例】 
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